
令和５年度穴水町農業活性化協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

当地域は、日本海に突き出した能登半島の北西部に位置しており、全耕地面積に占める

水田の割合が 67％で、基盤整備率が 62％となっており、土地利用型農業の生産性向上等

をより一層進めていく必要がある。 

一方、農家の高齢化が進んでおり、農家戸数の激減が見られることから、地域計画の作

成により農地の集積を行うとともに、担い手となる若者の育成や、地域の中心となる経営

体の確保が必要となっている。 

 

２ 高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 当町の農家の経営規模は 1.0ha未満が 71％（2020年農林業センサスより）と小規模農

家が大半を占めている。農家の高齢化が進み、離農者や耕作放棄地が増加していることか

ら、担い手への農地の集積を進めるとともに、離農を抑制できる作物への転作などを推進

し、農業者の所得向上や不作付地の発生防止を図る。 

 また、水田をフル活用しながら、農地の集積に合わせて基盤整備による排水対策を進め

るとともに、非主食用米や高収益作物の導入などを推進する。 

 高収益作物の導入にあたっては、ＪＡ等関係団体と連携して、需要が増加している野菜

の安定生産や高品質で安定した生産による産地ブランド力の向上を図り、世界農業遺産認

定地域としての特色ある産地づくりを進める。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 地域の実情に応じた畑地化を進めるため、「地域計画」で描かれる地域農業の将来の在

り方に配慮しながら、地域の担い手、関係団体との連携を密にし、畑地化の取組を進める

ことができるよう水稲共済細目書により水田の利用状況を点検し、水稲を組み入れない作

付体系が定着している地域を把握し、生産者の意向を確認しながら、畑地化に係る支援策

の活用し、畑地化を促進する。 

 また、地質的、技術的にブロックローテーションの導入の可能性を地域の担い手及びＪ

Ａ等関係団体と協議し、水田の有効利用について、非主食用米の生産か畑地への転換、転

換作物の検討も踏まえたブロックローテーションの導入のいずれかを選択肢とし、産地化

を踏まえて、担い手ごとの将来の営農計画検討を支援する。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

本町の基幹作物と位置づけ、関係機関が一体となり「うまい・きれい石川米づくり

運動」を基本に品質・食味の高位標準化を図り、生産基準数量に沿って作付面積を確

保する。また、世界農業遺産の認定地域を活かし、「能登米」「能登棚田米」のブラン

ド化を推進していく。 

 

 

 

（２）非主食用米 

  ア 飼料用米 



   将来的に主食用米の需要減少が見込まれる中、今後、生産基準数量の削減相当分に

ついて飼料用米の作付を検討していく。飼料用米の作付に当っては、国からの産地

交付金等を活用し、多収品種の導入も行っているが、収量に課題が見られることか

ら、本町の風土に適応した品種を検討し、収量の安定・向上を図る。 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

 排水不良など土壌条件等により、品質や収量に課題が見られ、町内における大豆の

作付けは限られている。このため、品質・収量の安定化を推進し、産地交付金の活用

により担い手へ集積を進めながら、作付けの維持及び段階的な拡大を図る。 

    飼料作物は、酪農農家による牧草の作付けが基本となっており、高齢化に伴う規

模縮小が考えられることから、安全な自給飼料の確保に向けて、酪農農家が必要とす

る生産面積の確保を図る。 

 

（４）そば、なたね 

そばについても、排水不良などの土壌条件等により、品質や収量に課題が見られて

いることから、栽培研修会を開催するなど肥培管理技術を向上することにより、品

質及び収量の安定・向上を図る。また、今後は、新規生産者の確保を目指す。 

 

（５）地力増進作物 

麦・大豆や高収益作物、水稲の収量確保のため、それらの作付の前後における地力

増進作物の導入を推進する。 

 

（６）高収益作物 

・産地戦略作物 

ア かぼちゃ 

「能登かぼちゃ」として広域販売に取り組んでおり、所得の向上に向けて、安定

した出荷量の確保と単位収穫量や秀品率の向上に向けた栽培指導を行うとともに、

新規生産者の確保を進め、産地の拡大を図っていく。また、担い手における生産を

支援し、生産面積の拡大を図る。 

 

イ 能登山菜 

収穫後の防草対策を実施し、安定出荷と品質向上を図り、担い手の生産を支援

し、生産面積の拡大を図る。 

 

  ウ ブロッコリー 

    品質・収量の安定化を図るため、排水対策を徹底し、当町の特産品としてＪＡ等

関係団体と連携し、生産面積の拡大を図る。 

 

  エ アスパラガス 

「園芸産地活性化整備事業」（町単）を活用し、担い手が取り組みやすい環境を

整備し、排水対策を徹底し、品質・収量の安定化を図るとともに、生産面積の拡

大を図る。 

 

 

 

 

・その他地域振興作物 

  ア 野菜 



    ・トマト、ミニトマト 

      「園芸産地活性化整備事業」（町単）を活用し、担い手が取り組みやすい環境

を整備し、生産面積の拡大を図る。 

 

    ・カラシナ 

      下唐川地区で栽培されている「唐川菜」を、地域企業と連携しながら新たな

特産品として普及を図り、遊休農地の再生を促進する。 

 

  イ 花き・花木 

    「きりしま」を振興品目として生産の推進を図り、担い手の確保を図る。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 

  別紙のとおり 

 

６ 課題解決に向けた取組及び目標 

  別紙のとおり 

 

７ 産地交付金の活用方法の概要  

  別紙のとおり 

 

８ 産地交付金の活用方法の明細  

  別紙のとおり 
 

 ※ 農業活性化協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 

 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）
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６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

かぼちゃの作付面積 （令和4年度）8.6ha （令和5年度）14.5ha

能登山菜の作付面積 （令和4年度）1.3ha （令和5年度）2.2ha

ブロッコリーの作付面積 （令和4年度）0.1ha （令和5年度）0.3ha

アルパラガスの作付面積 （令和4年度）0.02ha （令和5年度）0.1ha

要件の取組面積 （令和4年度）0.5ha （令和5年度）1.8ha

平均単収 　　　　　　 43kg/10a 　　　　　　 60kg/10a

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

（令和5年度）12.0ha

8 地力増進作物
地力増進作物の導

入支援
地力増進作物作付面積 （令和4年度）0.0ha （令和5年度）0.2ha

7 そば そば作付助成 そばの作付面積 （令和4年度）6.3ha

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1
かぼちゃ
能登山菜

産地戦略作物助成

2
ブロッコリー
アスパラガス

産地戦略作物助成

3 カラシナ 産地戦略作物助成 カラシナの作付面積 （令和4年度）0.09ha （令和5年度）0.10ha

4 トマト・ミニトマト 地域振興作物助成
トマト、ミニトマト
の作付面積

（令和4年度）0.3ha （令和5年度）0.54ha

（令和5年度）4.0ha

5 大豆 排水対策加算

6 飼料用米 飼料用米作付助成 飼料用米の作付面積 （令和4年度）5.4ha （令和5年度）5.4ha

4 きりしま 地域振興作物助成 きりしまの作付面積 （令和4年度）2.5ha



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：石川県

協議会名：

1
産地戦略作物助成

（かぼちゃ）
1

9,000円
（上限単価：30,000円）

かぼちゃ 基幹作で作付面積に応じて支援

1
産地戦略作物助成
（能登山菜）

1
9,000円

（上限単価：20,000円）
能登山菜 基幹作で作付面積に応じて支援

2 産地戦略作物助成
（ブロッコりー、アスパラガス）

1
9,000円

（上限単価：30,000円）
ブロッコリー、アスパラガス 基幹作で作付面積に応じて支援

3
産地戦略作物助成

（カラシナ）
1

9,000円
（上限単価：20,000円）

カラシナ 基幹作で作付面積に応じて支援

4
地域振興作物助成
（トマト、ミニトマト）

1
9,000円

（上限単価：30,000円）
トマト、ミニトマト 基幹作で作付面積に応じて支援

4
地域振興作物助成

（きりしま）
1

9,000円
（上限単価：30,000円）

きりしま 基幹作で作付面積に応じて支援

5
排水対策加算
（大豆）

1 5,000円 大豆 排水対策等

6 飼料用米作付助成 1 10,000円 飼料用米
生産性向上のための課題に対する取組みの実施
基幹作で作付面積に応じて支援

7 そば作付助成 1
0円

（上限単価：20,000円）
そば 基幹作で作付面積に応じて支援

8 地力増進作物の導入支援 1
0円

（上限単価：20,000円）
地力増進作物

前作、または、同一年度の後作で麦、大豆や高収益作物、水稲が作
付けされていること。前年度からの拡大分のみ対象とする。

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくだ
さい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。

※単価は実際の取組状況によって変動する。


